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新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策 
 

 新型コロナウイルスの県内での感染拡大を防止するとともに、感染が及ぼ

す社会・経済活動への影響を踏まえ、県民生活の安定と県内経済の下支えを

図るため、既に実施中のものを含め、本県における緊急対策を迅速かつ的確

に実行し、県民や事業者の不安の解消に取り組む。 

 さらに、今後も、国の対応に呼応しながら、必要な対策を適切に追加し、

機動的に実施していく。 

 

◆緊急対策関連事業費(追加) 500,376千円（Ａ） 

⇒元年度補正予算の専決処分(全額国庫補助金)及び予備費により対応 
 

予備費等による既措置額   48,981千円（Ｂ） 
 
緊急対策関連総事業費  549,357千円（Ａ）＋（Ｂ） 

 
◆中小企業制度融資(融資枠) 63億円 

●：今後実施予定 ○：実施済又は実施中   ( )の金額は今回の追加事業費 
 

Ⅰ 感染拡大の防止                (157,338千円) 
 

1 感染拡大防止対策の支援 

●県独自のマスク対策《県独自対策》          (52,800千円) 

➤生産委託により幼稚園、認可外保育施設、児童福祉施設等に配布す

る布製マスク(12万枚)を確保 

 ●幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む。)が衛生用品等を購入する経費に 

対する支援                     (67,257千円) 

 ➤空気清浄機、消毒用アルコール等の購入経費について補助 

●ＰＣＲ検査の保険適用に伴う本人負担軽減        (2,340千円) 

  ➤本人負担分を全額公費（国：県＝１：１）で負担 

●障害者施設が衛生用品等を購入する経費に対する支援     (8,200千円) 

  ➤マスク、消毒用アルコール等の購入経費について補助 

●医療的ケア児家庭への消毒用アルコールの配布             (200千円) 

  ➤感染リスク軽減のため、国備蓄分とあわせて県調達分を配布 

○国、県の備蓄マスク・消毒用アルコールの配布《一部県独自対策》 

(26,541千円) 

  ➤医療機関や福祉施設に対し必要なマスク・消毒用アルコールを配布 
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○ＰＣＲ検査装置の増設 

  ➤環境保健センターの検査装置を１台増設し、検査体制を強化 

○受入医療機関の設備整備支援 

  ➤空気清浄機、簡易ベッド等の整備に対する補助（７病院） 

○県庁本庁舎等への消毒用アルコールの設置 

 

２ 相談窓口の設置 

○「帰国者・接触者相談センター」の設置 

  ➤本庁、各健康福祉センター、下関市保健所の計 10箇所に設置 

○外国人総合相談センターにおける相談体制の整備 

  ➤多言語相談員(英語、中国語、タガログ語、ベトナム語)による対応 

 

３ 情報発信の充実 

○全県キャンペーン「基本は手洗い。」の周知徹底《県独自対策》 

➤新聞広告掲載(3/18：山口新聞、中国新聞)、テレビスポット CM(3/13

～15：TYS,KRY,YAB)等により集中的に実施 

○外国人に対する多言語による注意喚起等の情報発信 

  ➤国際課ＨＰ等に英語・中国語等 18言語による啓発チラシを掲載 

 

４ 症状がある方への対応 

○「帰国者・接触者外来」の設置医療機関の確保 

  ➤医療圏毎に１箇所以上、計 18箇所に設置 

○傷病手当金の円滑な支給に向けた取扱の周知徹底 

  ➤県内各保険者に対し、対象者の明確化等について文書等により通知 

 

Ⅱ 県民生活の安定                (343,038千円) 
 

１ 学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応 

●小学校等の臨時休業等により介護職員等の出勤が困難になった場合の応 

援職員の派遣を支援                                (1,000千円) 

  ➤応援職員の旅費等を県が負担 

●学校給食費の保護者への返還等（県立学校）         (38千円) 

  ➤学校給食の中止に対しキャンセルできなかった食材費等を公費負担 

●子ども食堂の利用増に伴う支援《県独自対策》      (2,000千円) 

  ➤各家庭への食事の配達等を行う子ども食堂に対する補助 
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○学校給食の中止に伴う未利用食品をフードバンクへ寄附する際の輸配送 

費等支援(国制度)の周知 

➤学校給食として活用予定であった未利用食品の有効活用を図る 

○放課後児童クラブの終日開所に伴う人的支援 

  ➤県職員の放課後児童クラブへの派遣 

 

２ 個人向け緊急小口資金等の特例 

●生活福祉資金の貸付要件緩和により収入減少世帯の資金需要に対応 

  (331,000千円) 

➤貸付限度額の拡大 10万円⇒20万円、保証人なしの利子 1.5％⇒無利子 

 

３ テレワークの推進 

●障害者の在宅就労のためのテレワーク導入経費の補助   (5,000千円) 

  ➤タブレット端末、導入設定、研修開催等に係る経費について補助 

 

４ 各種相談窓口の設置 

○中央県民相談室の相談体制の拡充《県独自対策》     (4,000千円) 

➤生活等に関する相談について 24時間の相談体制を整備 

○労働者支援、労働問題に関する電話相談窓口《県独自対策》 

   ➤社会保険労務士等による相談体制の整備 

 

５ 生活困窮者自立支援制度の利用促進 

●住居確保給付金の年齢要件の撤廃 

  ➤４月１日以降支給決定分から 65歳以上も給付対象に追加 

○相談窓口となる福祉事務所等と市町関係部局の連携強化 

 

Ⅲ 県内経済の下支え 
  

１ 県内企業への支援 

●「経営安定資金」による金融支援《県独自対策》 

  ➤売上減少等の経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、 

リーマンショック時を超える支援を実施 
【融 資 枠】６０億円 
【融資上限】８，０００万円 
【融資対象】融資要件の緩和（売上減少５％以上→売上高減少） 

【融資利率】最優遇金利を適用 
５年以内 年 1.0％、５年超 年 1.1％（責任共有制度対象外） 

【保証料率】１／２に引下げ 
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●専門家派遣による経営支援《県独自対策》 

  ➤中小企業診断士等の派遣経費の補助 

●令和２年度交付予定補助金について公募の前倒し《県独自対策》 

  ➤販路開拓、新商品･新サービス開発、従業員の研修経費等の支援 

○「新型コロナウイルス感染症対応短期支援資金」による金融支援 

《県独自対策》 

➤臨時休校等に伴う従業員の休暇取得等への対応により短期の資金手 
当を必要とする中小企業者等への支援 
【融 資 枠】３億円 
【融資上限】８００万円 
【融資利率】年 1.7％（責任共有制度対象外） 

○県税の申告期限の延長及び猶予制度の周知 

➤個人事業税について国税に準じて申告期限を 4/16まで延長 

○雇用調整助成金の特例措置についての周知 

➤国・県のＨＰの相互リンクによる情報提供 

○県発注工事等に係る工期の延長措置等 

  ➤工事の受注者へ意向を確認の上、実施 

○契約事務（支払・入札等）における弾力的な運用 

  ➤在宅勤務により通常の企業活動が困難な事業者への対応 

 

２ 観光業への支援 

●交通事業者等に対する補助金の新年度早期の概算払い《県独自対策》 

 

３ 農林漁業者への支援 

○総合的な相談窓口の設置《県独自対策》 

  ➤本庁・農林水産事務所等の計 10箇所に設置 

○「農林漁業セーフティネット資金」等（日本政策金融公庫対応）の金融 

支援について国と連携した情報提供 

●ぶちうまアンバサダーによるＳＮＳを活用した花き等の需要喚起 

《県独自対策》 

  ➤イベント中止等により需要が減少している花き等の情報発信の実施 

●花きの価格補てん等の経営安定対策の国への要望 

  ➤全国知事会等を通じて要望 

●牛肉の価格補てん制度等について国へ支援充実を要望 

  ➤全国知事会等を通じて要望 



対　　　策 担　　当　　課 電　話　番　号

Ⅰ　感染防止対策

県独自のマスク対策
(対策とりまとめ)

防災危機管理課 083-933-2370

学 事 文 書 課 083-933-2138

男女共同参画課 083-933-2630

厚 政 課 083-933-2727

こど も政策課 083-933-2747

こど も家庭課 083-933-2731

幼稚園が衛生用品等を購入する経費
に対する支援

学 事 文 書 課 083-933-2138

ＰＣＲ検査の保険適用に伴う本人負
担軽減

健 康 増 進 課 083-933-2956

障害者施設が衛生用品等を購入する
経費に対する支援

障害 者支援課 083-933-2735

医療的ケア児家庭への消毒用アル
コールの配布

障害 者支援課 083-933-2764

健 康 増 進 課 083-933-2956

医 務 保 険 課 083-933-2820

国、県の消毒用アルコールの配布 薬 務 課 083-933-3020

ＰＣＲ検査装置の増設 健 康 増 進 課 083-933-2956

受入医療機関の設備整備支援 健 康 増 進 課 083-933-2956

県庁本庁舎等への消毒用アルコール
の設置

管 財 課 083-933-2210

「帰国者・接触者相談センター」の
設置

健 康 増 進 課 083-933-2956

外国人総合相談センターにおける相
談体制の整備

国 際 課 083-933-2340

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策」に係る担当課一覧

県独自のマスク対策

国、県の備蓄マスクの配布
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対　　　策 担　　当　　課 電　話　番　号

全県キャンペーン「基本は手洗
い。」の周知・徹底

広 報 広 聴 課 083-933-2560

外国人に対する多言語による注意喚
起等の情報発信

国 際 課 083-933-2340

「帰国者・接触者外来」の設置医療
機関の確保

健 康 増 進 課 083-933-2956

傷病手当金の円滑な支給に向けた取
扱の周知徹底

医 務 保 険 課 083-933-2825

Ⅱ　県民生活の安定

小学校等の臨時休業等により介護職
員等の出勤が困難になった場合の応
援職員の派遣を支援

厚 政 課 083-933-2724

学校給食費の保護者への返還等(県
立学校)

教 育 政 策 課 083-933-4523

子ども食堂の利用増に伴う支援 こど も家庭課 083-933-2634

学校給食の中止に伴う未利用食品を
フードバンクへ寄附する際の輸配送
費等支援(国制度)の周知

廃棄物・リサイ
ク ル 対 策 課

083-933-2992

こど も政策課 083-933-2747

人 事 課 083-933-2036

生活福祉資金の貸付要件緩和により
収入減少世帯の資金需要に対応

厚 政 課 083-933-2724

障害者の在宅就労のためのテレワー
ク導入経費の補助

障害 者支援課 083-933-2735

中央県民相談室の相談体制の拡充 広 報 広 聴 課 083-933-2560

労働者支援、労働問題に関する電話
相談窓口

労 働 政 策 課 083-933-3210

住居確保給付金の年齢要件の撤廃 厚 政 課 083-933-2727

相談窓口となる福祉事務所等と市町
関係部局の連携強化

厚 政 課 083-933-2727

Ⅲ　県内経済の下支え

「経営安定資金」による金融支援 経 営 金 融 課 083-933-3188

専門家派遣による経営支援 経 営 金 融 課 083-933-3180

放課後児童クラブの終日開所に伴う
人的支援
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対　　　策 担　　当　　課 電　話　番　号

新産 業振興課 083-933-3140

経 営 金 融 課 083-933-3180

「新型コロナウイルス感染症対応短
期支援資金」による金融支援

経 営 金 融 課 083-933-3188

県税の申告期限の延長及び猶予制度
の周知

税 務 課 083-933-2275

雇用調整助成金の特例措置について
の周知

労 働 政 策 課 083-933-3210

県発注工事等に係る工期の延長措置
等

技 術 管 理 課 083-933-3620

契約事務(支払・入札等)における弾
力的な運用

会 計 課 083-933-3915

交通事業者等に対する補助金の新年
度早期の概算払い

交 通 政 策 課 083-933-3120

総合的な相談窓口の設置 農林水産政策課 083-933-3310

「農林漁業セーフティーネット資
金」等の金融支援について国と連携
した情報提供

ぶちうまやまぐ
ち 推 進 課

083-933-3360

ぶちうまアンバサダーによるＳＮＳ
を活用した花き等の需要喚起

ぶちうまやまぐ
ち 推 進 課

083-933-3395

花きの価格補てん等の経営安定対策
の国への要望

農 業 振 興 課 083-933-3390

牛肉の価格補てん制度等について国
へ支援充実を要望

畜 産 振 興 課 083-933-3430

◆　その他

緊急対策に係る予算対応 財 政 課 083-933-2170

令和２年度交付予定補助金について
公募の前倒し
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